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九州電力への確認結果 

 

県では、平成 31 年３月 28 日に九州電力から安全協定第４条に基づく事前了解

願いが提出されたため、周辺地域住民の安全確保と周辺環境の保全の観点から、

直流電源設備（３系統目）の設置計画について九州電力から聴取し、第８回佐賀

県原子力安全専門部会（以下「専門部会」という。）を開催するとともに、審査書

の内容について確認してきた。 

このうち、専門部会における委員への回答に関する具体的な内容について九州

電力に確認を行った。 

その結果、追加の補足説明を含めた九州電力による直流電源設備（３系統目）

の設置計画内容に関する安全性の評価について確認することができた。 

主な確認結果については、以下のとおり。 

 

 

１ 蓄電池（３系統目）の給電負荷について 

出光委員から３系統目の蓄電池（３系統目）の必要容量（3,000Ah）の考え方

について質問があったことから、容量の設定根拠について確認した。 

 

・蓄電池（３系統目）は、全交流電源喪失時の対応に必要な直流負荷に給電する

とともに、既設の計装電源盤を経由せず、３系統目蓄電池専用の計装電源盤の

みを経由することで不要な負荷であるその他計測機器を除いた必要な計測装

置のみに直接給電するとしている。 ≪３号機：図１－１ ４号機：図１－２≫ 

 

 ・３号機及び４号機の全交流電源喪失時に必要な電流負荷の積み上げ結果は、 

➢ ３号機：2,551Ah（Ａ系統※） ≪表１－１≫ 

➢ ４号機：2,485Ah（Ｂ系統※）  ≪表１－２≫ 

となっている。 

（※）３号機及び４号機いずれも A、B の 2 系統あるうちのより電流負荷の大きい系統について記載 

 

 ・この負荷容量を満足させるため、それぞれ 3,000Ahの容量を持つ蓄電池を設置

するとしている。 

  

別紙２ 
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表１－１ 蓄電池（３系統目）から給電する負荷一覧表（３号機：Ａ系統）＜九州電力＞※1  
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表１－２ 蓄電池（３系統目）から給電する負荷一覧表（４号機：Ｂ系統）＜九州電力＞※1  
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２ 蓄電池の各号機間での共有について 

守田委員及び竹中委員から３、４号機の蓄電池（３系統目）の共有化について

質問があったことから、共用化しない根拠について確認した。 

 

・直流電源設備を含む重大事故等対処設備については、設置許可基準規則第 43条

第２項第２号において、 

「二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。 

ただし、二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該

二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上する場合であって、同

一の工場等内の他の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさな

い場合は、この限りでない。」 

と要求されており、この要求に基づき蓄電池（３系統目）については、２ 

以上の発電用原子炉施設において供用しない設計としている。 

 

 ・電源設備の１系統目及び３系統目については常設型であり、共有化した場合、

片号機側で電気事故（地絡・短絡）を引き起こした際、健全な蓄電池（３系統

目）や下流の負荷までもが故障するなどの悪影響を及ぼす可能性を考慮し、設

置許可基準規則の原則に沿って共用化しない設計としている。 

 

 ・なお、２系統目については可搬型であり、それぞれの原子炉施設に影響を及ぼ

すことがないことから、設置許可基準の但し書きにより、設備の共用化をして

いる。 

 

 ・なお、設置許可基準に沿ってそれぞれに設置する計画であるが、将来にわたり、

いろいろな知見が出てきたときに検討していくとしている。 
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３ 弾性設計に用いる地震力と評価基準について 

  井嶋委員及び竹中委員から耐震設計（弾性設計）について質問があったことか

ら、評価内容について確認した。 

  

・直流電源設備（３系統目）に関する弾性設計については、 

① ３号機については建屋基礎部分、４号機については原子炉補助建屋の設備

設置フロアレベルにおける、水平方向（左右、前後）及び鉛直方向の弾性設

計用地震動Sdによる地震力と静的地震力(※)をそれぞれ比較 

≪３号機：表２－１≫ ≪４号機：表３－１≫ 

 

② ①の弾性設計用地震動Sdによる地震力と静的地震力のいずれか大きい方

による部材に発生する応力と「原子力発電所耐震設計技術指針（JEAG4601）」

に定める評価基準値を比較 

≪３号機：表２－２－１ 表２－２－２≫ 

 ≪４号機：表３－２－１ 表３－２－２≫ 

 

評価を行い、指針の評価基準値以下に収まることを確認している。 

   

（※）なお、専門部会において井嶋委員からの質問に対し、九州電力は「静的地震力1.5Ciに

対しても影響を見るというような弾性設計を行っている。」と回答をしていたが、静的

地震力は3.6Ciが正しかったことから、議事録を訂正する。 

 

・弾性設計用地震動 Sd の係数（0.6）については、「発電用原子炉施設に関する耐

震設計審査指針」において、目安として基準地震動 Ss の 0.5 を下回らない値が

望ましいとされており、設置許可で定めた方針及び適用実績のある JEAG4601

に基づいて、建屋等による増幅の影響を考慮し、0.5 に一定の余裕を持たせ 0.6

倍と設定している。 

なお、この係数 0.6 については、平成 29 年に新規制基準適合性に係る設置変更

許可の審査において確認、許可されており、川内原発も同様の係数を採用して

いる。 

 

（参考）弾性設計用地震動の設計方針 

弾性設計地震動は、基準地震動との応答スペクトルの比率が目安として 0.5

を下回らないような値に余裕を持たせ、「発電用原子炉施設に関する耐震設計

審査指針（昭和 56 年 7 月 20 日原子力安全委員会決定、平成 13 年 3 月 29 日

一部改訂）」における基準地震動Ｓ1 を踏まえ、工学的判断から基準地震動に

係数 0.6 を乗じて設定する。 

（平成 25 年７月 12 日 新規制基準設置変更許可申請書より）  
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表２－１ 床加速度一覧表 ＜九州電力＞ （３号機） ※２ 

※2 耐震評価に用いる弾性設計用地震動による最大床加速度及び 

静的地震力（玄海 3 号機新規制基準工事認可申請書）より 
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表２－２－１ 弾性設計用地震動 Sd 又は静的地震力による評価結果(D+PSAD＋MSAD＋Sd) 

        （3 号機:蓄電池） ＜九州電力＞ ※３

※3 玄海 3、4 号機直流電源設備（3 系統目）工事認可申請書より 
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表２－２－２ 弾性設計用地震動 Sd 又は静的地震力による評価結果(D+PSAD＋MSAD＋Sd) 

（3 号機:充電器盤）  ＜九州電力＞ ※３ 

 

 

 

 

 

 



11 

 

表３－１ 床加速度一覧表  ＜九州電力＞ （４号機）※２ 
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表３－２－１ 弾性設計用地震動 Sd 又は静的地震力による評価結果(D+PSAD＋MSAD＋Sd) 

（4 号機：蓄電池） ＜九州電力＞ ※３   
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表３－２－２ 弾性設計用地震動 Sd 又は静的地震力による評価結果(D+PSAD＋MSAD＋Sd) 

（4 号機：充電器盤） ＜九州電力＞ ※３ 
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４ ＦＥＭ(有限要素法)による数値計算と加振試験を組み合わせた耐震評価について 

 井嶋委員から加振試験による検証について質問があったことから、評価内容につ

いて確認した。 

 

・充電器盤の電気的機能維持評価については、評価用加速度（※1）と機能確認済加

速度（※2）について水平加速度及び鉛直方向をそれぞれ比較し、評価を行ってい

る。 ≪表４≫ 

(※1)ＦＥＭによる数値解析により求まる固有振動数に応じた加速度（基準地震動 Ssによる） 

    (※2)実際に振動を加える加振試験により、設備の電気的な機能が維持されることを確認した 

加速度 

 

 ・なお、蓄電池の電気的性能維持評価については、「原子力発電所耐震設計技術

指針（JEAG4601）」6.7.2 電気的計測機器において、蓄電池は、「装置」に定義

づけられ、装置は、一般に剛構造としており、その機能は構造的健全性が保た

れている限り、機能（電気的機能維持）は失われることはないとされている。 

蓄電池（３系統目）については、固有値解析の結果、「剛構造」で構造的健全

性が保たれていることを確認しており電気的維持を満たしているとしている。 

 

（3 号機） 

 

 

 

 

 

 

 

（4 号機） 

 

 

 

表４ 電気的機能維持評価結果（充電器盤） ＜九州電力＞ ※３
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５ 蓄電池（３系統目）の設置位置における津波及び溢水に関する考え方について 

片山委員から水の影響を踏まえた蓄電池（3 系統目）の設置位置に対する質問が

あったことから、設置個所における水対策の詳細な内容について確認した。 

 

 ・津波対策 

津波に関して、基準津波高さ（６ｍ）が敷地高さ（約 11ｍ）より低いことから、

１系統目の蓄電池より低い位置においても影響はないとしている。 ≪表５≫ 

また、浸水防止設備により建屋内に津波による浸水しない設計としている。 

 

 ・溢水対策 

蓄電池の設置場所については、隣接するエリアでの消火栓からの放水に伴う水の

流入による溢水水位を評価し、想定される溢水水位の２倍以上の堰を設ける設計

としている。 

なお、設置場所エリアについては、水消火ではなくハロン消火を採用し、溢水の

リスクを回避しているとしている。 ≪表６≫ 

 

  （想定される溢水水位及び設置堰） 

➢ ３号機 溢水水位（想定）：0.125ｍ 堰高さ：0.35ｍ以上 ≪表７－１≫ 

➢ ４号機 溢水水位（想定）：0.057ｍ  堰高さ：0.35ｍ以上 ≪表７－２≫ 

  表５ 遡上経路の地上部からの到達、流入評価結果 ＜九州電力＞ ※１ 
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表６ 蓄電池（３系統目）の位置的分散に対する具体的な設計方針 ＜九州電力＞ ※４ 

※4 2019 年 9 月 24 日 原子力規制委員会審査会合における指摘事項に対する回答より 

 

表７－１ ３号機原子炉周辺建屋堰の設定の考え方 ＜九州電力＞ ※5 

※5 常設直流電源設備（３系統目）の設置に係る工事認可申請の添付資料 5-5 より 

 

表７－２ ４号機原子炉周辺建屋堰の設定の考え方 ＜九州電力＞ ※5 


